
仕 様 書 

１．事業名称 

「春休みヒューマンシアター『硫黄島からの手紙』」映画上映会開催に伴う業務委託につい

て 

 

２．事業概要 

区民に人権を身近に感じてもらうことを目的に、人権を題材とした映画の上映会を開催す

る。また、より多くの区民に周知するため、「春休みヒューマンシアター『硫黄島からの手

紙』」の概要を記載したチラシ及びポスターを作成する。 

 

３．業務内容・詳細等 

（１）出張映画上映の開催 

 日 時：令和８年３月 28日（土）  10時 30分開演  

 会 場：NORBDENCE福島区民センター １階ホール（大阪市福島区吉野３―１７－２３） 

 定 員：３００人 

 参加費：無料 

ア 詳細 

・映画「硫黄島からの手紙」（日本語版・日本語字幕あり） 

映像ソフトのレンタル料 

・映写機器、音響機器のレンタル料 

・映写機器、音響機器の設置、調整、上映作業に係る映写技師の派遣料 

・上記を含む映画上映会の実施に係る作業一式  

   イ 当日の設営・撤収 

・当日の業務運営、進行（映写機器・音響・照明機器等の操作を含む）に必要な人員を 

配置し、映写機器等を操作し映画上映を実施すること。 

・９時 30分（予定）より設営を開始し、イベント終了後の 13時 00分（予定）より撤収

作業を開始すること。 

   ウ その他 

  ・業務の円滑な運営を図るため、会場の使用にあたっては、大阪市福島区役所（以下「区

役所」という）と事前に連絡調整を十分に行うとともに、会場の管理上の規定及び使

用上の注意事項を遵守すること。 

・区役所で行う作業は、来場者の受付、案内板等表示物の作成、椅子の配置など会場の

設営、会場誘導および司会の配置とする。 



（２）出張映画上映の開催に伴う広報用チラシ・ポスターのデザイン及び印刷 

ア 詳細 

No 品名 規格 数量 単位 

１ チラシ 

サイズ：Ａ４ 

印 刷：片面 

素 材：コート 90kｇ 

配 色：カラー４色 

内 容：開催日時・開催場所・プログラム 

会場地図・イメージカット 

校 正：2回 

班回覧枠

なし 

900 

班回覧枠

あり 

2,100 

枚 

２ ポスター 

サイズ：Ａ３（チラシのＡ３版） 

印 刷：片面 

素 材：コート 110kｇ 

配 色：カラー４色 

内 容：開催日時・開催場所・プログラム 

会場地図・イメージカット 

校 正：2回 

200 枚 

イ デザイン 

 ２案作成し、提出すること。 

ウ 原稿 

文字・写真(ワード･エクセル・PDF・JPEG等)：データ支給、編集業務あり 

     エ 納期・納品場所 

令和８年１月 16日(金) 

大阪市福島区大開 1-8-1 福島区役所 5階 市民協働課（地域活動支援担当） 

オ その他 

・完成品の版権は、区役所に帰属すること。 

      ・大阪市グリーン調達方針に定める基準を満たすこと。 

 

（３）画像データ並びにプロフィールデータの提供 

ア 上映映画の画像データ並びにプロフィールデータの提供 

上映映画の肖像権の使用許可を得た画像データ（JPG・PDF）を区役所に提供すること。 

イ 納期・納品場所 

令和８年１月 16日(金) 

大阪市福島区大開 1-8-1 福島区役所 5階 市民協働課（地域活動支援担当） 

 

４．契約期間 

   契約日～令和８年３月 31日（火）まで 

 

 



５．事前打ち合わせ 

映画の上映会当日を迎えるまでに、全般に関して、区役所と打ち合わせをすること。 

(日程については後日調整する。) 

 

６．業務の完了 

委託業務がすべて完了したときは業務完了報告書を提出すること。 

 

７．そ の 他  

・災害発生や暴風警報発令、感染症が流行している場合は本事業も中止となることから、その場合は

中止時点での出来高により支払いを行う。 

・搬入に際しては細心の注意を払い、建物等損傷を与えないこと。 

・受注にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に本市によく質問し、その内

容を熟知すること。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。 

・この仕様書に定めのない事項については、その都度、区役所と受託事業者において適宜協議、調

整を行い決定する。 

 

８．連 絡 先     福島区役所 市民協働課 地域活動支援 

   TEL  06-6464-9743 



  

 

 

 

再委託に関する特記事項 

 

１ 当該請負契約における次の各号に掲げるものを、受注者はこれを再委託することはできない。 

（１）委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託

にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者

の承諾を得なければならない。 

４ 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入

札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に

規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた

場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得な

いと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したと

きは、この限りではない。 

５ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし

ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければなら

ない。 

なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、

又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはな

らない。 

 

 

 



グリーン配送に係る特記仕様書  

 

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリー

ン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合

車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグ

リーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用す

る場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を

求めた場合には、協力すること。 

 

 

 

 

 

 

契約事務の適正化に関する特記仕様書 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不

適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の企画総務課（連絡先０６－６４

６４－９６２５）に報告しなければならない。 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排

出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 



 

 


